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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一般的な身体装着品において低コストでありな
がらベンチレーションを容易に図ることを可能とするベ
ンチレータ等を提供する。
【解決手段】ベンチレーション構造αは、レインウエア
１００の内部湿度を抑えるために形成された通気部１１
０と、通気部１１０を塞ぐようにレインウエア１００に
固着されたベンチレータ１とを具備している。ベンチレ
ータ１のベンチレータ本体は、ベース部と、ベース部の
上に複数設けられたチューブ部１２と、チューブ部１２
の一方端部が開放して設けられた通風穴１３と、チュー
ブ部１２内に設けられた雨滴進入防止手段としての壁部
材とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
衣料、帽子、靴その他の身体装着品の通気部を塞ぐベンチレータ本体を備え、前記ベンチ
レータ本体は、ベース部と、前記ベースの表面側に沿わしめて設けられた略筒状部材であ
って内空間の湿気流通路の少なくとも一部が前記ベース部の裏面側から露出して開放され
ているチューブ部と、前記チューブ部に前記湿気流通路に連通して設けられた通気穴とを
備えることを特徴とするベンチレータ。
【請求項２】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、前記チューブ部が複数
配列されているベンチレータ。
【請求項３】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、前記湿気流通路に雨滴
進入防止手段が設けられているベンチレータ。
【請求項４】
請求項３記載のベンチレータにおいて、前記雨滴進入防止手段は、前記湿気流通路を部分
的に塞ぐ壁部材であるベンチレータ。
【請求項５】
請求項４記載のベンチレータにおいて、前記壁部材が前記湿気流通路内で長さ方向に間隔
を開けて左右交互に複数配設されているベンチレータ。
【請求項６】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、前記チューブ部の外壁
面に通気促進のための貫通小孔が設けられているベンチレータ。
【請求項７】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、外部空気の流入を容易
にするために、前記チューブ部の長さ方向の一方側の開放端部から他方側の閉鎖端部にか
けて下り傾斜になった傾斜面を有しているベンチレータ。
【請求項８】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、前記身体装着品の前記
通気部の周りに固着するために縫合可能な素材が使用されているベンチレータ。
【請求項９】
請求項１記載のベンチレータにおいて、前記ベンチレータ本体は、前記チューブ部がその
中間部位で屈曲されているベンチレータ。
【請求項１０】
衣料、帽子、靴等の身体装着品の内部湿度を抑えるために前記身体装着品に形成された通
気部と、前記通気部を塞ぐように当該身体装着品に固着された請求項１乃至９のベンチレ
ータとを具備していることを特徴とするベンチレーション構造。
【請求項１１】
請求項１０記載のベンチレーション構造において、前記ベンチレータ本体は、前記チュー
ブ部の通気穴が下向きになるように前記身体装着品に固着されているベンチレーション構
造。
【請求項１２】
前記チューブ部の湿気流通路の全部が前記ベース部の裏面側から露出して開放されている
場合の請求項１０記載のベンチレーション構造において、前記ベンチレータ本体は、前記
通気部に対して、前記チューブ部の通気穴が当該通気部の中心から離れる方向に位置変位
した状態で前記身体装着品に固着されているベンチレーション構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、衣料、帽子、靴等の身体装着品の内部湿度等を抑えて快適な状態にするために
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同身体装着品に使用されるベンチレータ及びこれを用いたベンチレーション構造に関する
。
【背景技術】
【０００２】
この種のベンチレータ等に関連する先行技術として、下記の特許文献１に開示されたもの
がある。これは、二輪車の運転時に常に良好な空気流を形成して通気可能な通気性衣料の
提案であって、ジャンパーの肩部分等に通気部を形成し、外部空気流を取り込むに適した
構造を有したフード部を通気部に被せるようになっている。このようなベンチレーション
技術に関しては、ジャンパー自体の製造工程に大きな設計変更を加える必要がなくコスト
面でメリットがあると言える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２９９１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記先行技術による場合、良好な通気のみに主眼に置き、雨天時の使用を
全く考慮しない内容であることから、同技術は、あくまで晴天時のみの使用と言った特殊
な用途に止まり、衣料、帽子、靴等の一般的な身体装着品に応用することは到底困難であ
る。
【０００５】
本発明は上記事情の下で創作されたものであって、その目的とするところは、一般的な身
体装着品において低コストでありながらベンチレーションを容易に図ることを可能にする
ベンチレータ等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明に係るベンチレータは、衣料、帽子、靴その他の身体装着品の通気部を塞ぐベンチ
レータ本体を備え、ベンチレータ本体は、ベース部と、ベースの表面側に沿わしめて設け
られた略筒状部材であって内空間の湿気流通路の少なくとも一部がベース部の裏面側から
露出して開放されているチューブ部と、チューブ部に湿気流通路に連通して設けられた通
気穴とを備えている。
【０００７】
上記ベンチレータによる場合、身体装着品の通気部とは異なる位置や向きに通気穴が配置
される構成になっているので、良好な通気の実現だけでなく、雨天使用時の雨滴の進入を
防ぐことが可能になる。このようなベンチレータの利用により衣料、帽子、靴等の一般的
な身体装着品において低コストでありながらベンチレーションを容易に図ることを可能に
なる。
【０００８】
好ましくは、ベンチレータ本体については、チューブ部が複数配列された構成にすると良
い。
【０００９】
このように変更されたベンチレータによる場合、チューブ部の数の増大に伴って通気穴の
開口面積を小さくすること可能な構成になっているので、雨滴の進入を一層抑止すること
が可能になる。
【００１０】
好ましくは、ベンチレータ本体については、チューブ部に雨滴進入防止手段が設けられた
構成にすると良い。
【００１１】
このように変更されたベンチレータによる場合、雨滴が進入しても雨滴進入防止手段によ
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り遮蔽される構成となっているので、雨滴の進入を最小化することが可能になる。
【００１２】
雨滴進入防止手段の例としては、チューブ部の湿気流通路を部分的に塞ぐ壁部材がある。
この場合のベンチレータ本体については、壁部材がチューブ部内で長さ方向に間隔を開け
て左右交互に複数配設された構成にすることが好ましい。
【００１３】
このようなベンチレータによる場合、良好な通気の実現と雨滴の進入防止との双方が効果
的図られる。
【００１４】
好ましくは、ベンチレータ本体については、チューブ部の外壁面に通気促進のための貫通
小孔が設けられた構成にすると良い。
【００１５】
このように変更されたベンチレータによる場合、貫通小孔の内径や数等に応じて通気量を
最適化することが可能な構成になっているので、より良好な通気を実現することが可能に
なり、ベンチレーション効果が高まる。
【００１６】
好ましくは、ベンチレータ本体については、外部空気の流入を容易にするため可能になり
、チューブ部の一方側の開放端部から他方側の閉鎖端部にかけて下り傾斜になった傾斜面
を有した構成にすると良い。
【００１７】
このように変更されたベンチレータによる場合、外部空気の流れを受けてチューブ部内に
負圧が引き起こされる構成となっているので、比較的長い時間の空気流が維持され、これ
に伴ってベンチレーション効果が高まる。
【００１８】
好ましくは、ベンチレータ本体については、身体装着品の通気部の周りに固着するために
縫合可能な素材が使用された構成にすると良い。
【００１９】
このように変更されたベンチレータによる場合、身体装飾品への装着を容易確実に行なう
ことが可能になり、コスト面でメリットがある。
【００２０】
好ましくは、ベンチレータ本体については、チューブ部がその中間部位で屈曲された構成
にすると良い。
【００２１】
このように変更されたベンチレータによる場合、チューブ部の屈曲部分によりデザイン性
が高まるだけでなく、進入した雨滴が屈曲部分で溜まり、雨滴進入防止手段としても活用
することができ、これらの点でメリットがある。
【００２２】
本発明に係るベンチレーション構造は、衣料、帽子、靴等の身体装着品の内部湿度を抑え
るために身体装着品に形成された通気部と、通気部を塞ぐように当該身体装着品に固着さ
れた前記ベンチレータとを具備している。
【００２３】
このようなベンチレーション構造による場合、身体装着品の通気部が上記ベンチレータで
覆われた構成になっているので、上記ベンチレータと全く同様に、良好な通気だけでなく
、雨天時の雨滴進入の問題が改善される。よって、衣料、帽子、靴等の一般的な身体装着
品において低コストでありながらベンチレーションを容易に図ることを可能になる。
【００２４】
好ましくは、ベンチレータ本体においては、チューブ部の通気穴が下向きになるように身
体装着品に固着された構成にすると良い。
【００２５】
このように変更されたベンチレーション構造による場合、チューブ部の通気穴が降雨方向
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とは逆向きにされた構成となっているので、雨滴の進入防止を一層図ることが可能になる
。
【００２６】
ベンチレータにおいて、チューブ部の内空間の全部がベース部の裏面側から露出して開放
されている場合、好ましくは、ベンチレータ本体を、通気部に対して、チューブ部の開放
端部が当該通気部の中心から離れる方向に位置変位した状態で身体装着品に固着された構
成にすると良い。
【００２７】
このような変更されたベンチレーション構造による場合、ベンチレータの通気穴が身体装
着品の通気部から離れた位置関係にある構成になっているので、雨滴の進入防止を一層図
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態を説明するための図であって、レインウエアに固着されたベ
ンチレータの部分拡大模式縦断面図が含められた模式的斜視図である。
【図２Ａ】同ベンチレータの正面図である。
【図２Ｂ】同ベンチレータの背面図である。
【図２Ｃ】同ベンチレータの平面図である。
【図２Ｄ】同ベンチレータの底面図である。
【図２Ｅ】同ベンチレータの右側面図である。
【図２Ｆ】同ベンチレータの左側面図である。
【図２Ｇ】同ベンチレータのＡ－Ａ断面図である。
【図２Ｈ】同ベンチレータのＢ－Ｂ断面図である。
【図２Ｉ】同ベンチレータの正面、平面及び右側面を表した斜視図である。
【図２Ｊ】同ベンチレータの背面、底面及び左側面を表した斜視図である。
【図３Ａ】ベンチレータの第１変形例を説明するためのベンチレータの正面図である。
【図３Ｂ】同ベンチレータの背面図である。
【図４Ａ】ベンチレータの第２変形例を説明するためのベンチレータの正面図である。
【図４Ｂ】同ベンチレータの背面図である。
【図５Ａ】ベンチレータの第３変形例を説明するためのベンチレータの正面図である。
【図５Ｂ】同ベンチレータの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。ここに例として挙げるベンチレーシ
ョン構造αは、図１に示されているように、衣服の一種であるレインウエア１００（身体
装着品に相当）の内部湿度や内部温度を抑えるためにレインウエア１００に形成された通
気部１１０と、通気部１１０を塞ぐようにレインウエア１００の表面側に固着されたベン
チレータ１とを具備している。
【００３０】
通気部１１０については、本案例ではレインウエア１００の両脇部分のやや下の位置に開
けられた角穴であって、その開口にメッシュが付けられている。レインウエア１００の装
着者の上肢から出た水分（湿気）を通気部１１０を介してレインウエア１００外に放出し
たり、逆に外部の空気をレインウエア１００内に取り込んでベンチレーションが行なわれ
るようになっている。このようなベンチレーションが効率的に行なわれるように、レイン
ウエア１００の通気部１１０の周りにベンチレータ１が固着されている。なお、図１にお
いては、ベンチレータ１及び通気部１１０の一方のみが示されている。
【００３１】
ベンチレータ１は、通気部１１０を塞ぐベンチレータ本体１０を備えている。ベンチレー
タ本体１０は、本案例では目立たないように半透明であり、且つレインウエア１００の生
地と同程度に柔らかく、レインウエア１００の通気部１１０の周りに縫合可能な樹脂等の
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素材が使用されている。また、型を用いて一体的に作成されたもの用いている。言い換え
ると、ベンチレータ本体１０は型の打ち抜きにより作成するのに適した形状を有している
。
【００３２】
ベンチレータ本体１０の具体的な固着方法は次の通りであり、後記するチューブ部１２の
開放端部１２２の通気穴１３が下向きになるようにレインウエア１００に固着されている
。また、通気部１１０に対して、チューブ部１２の通気穴１３が通気部１１０の中心Ｏか
ら離れる方向に位置変位した状態でレインウエア１００に固着されている。
【００３３】
ベンチレータ本体１０の構成は次の通りである。即ち、同本体１０は、図２に示されてい
るように板状のベース部１１と、ベース部１１の表面１１１側に沿わしめて複数配列して
設けられた略筒状部材であって内空間の湿気流通路１２１の全部がベース部１１の裏面１
１２側から露出して開放（図２Ｂ参照）されているチューブ部１２と、チューブ部１２の
長さ方向の一方端部１２２を開放し且つ湿気流通路１２１の一端に連通して設けられた通
気穴１３と、チューブ部１２内に設けられた壁部材１２４（雨滴進入防止手段に相当）と
、チューブ部１２の外壁に設けられた通気促進のための貫通小孔１２５とを備えている。
【００３４】
ベース部１１については、図２Ｂに示されているようにレインウエア１００と糸等を用い
て縫合される部分である枠状の縁部１１３と、裏面１１２側にチューブ部１２に対応して
形成された開口１１４と有している。
【００３５】
チューブ部１２については、下面が解放された略半円筒状部材であって、図２Ｄに示され
ているように、その長さ方向の一端が傾斜しつつ解放されている（解放端部１２２）一方
、図２Ｃに示されているように、その長さ方向の他端が湾曲しつつ閉鎖されている（閉鎖
端部１２３）。チューブ部１２の内空間が湿気流通路１２１となっており、本案例では、
図２Ｂに示されているように、湿気流通路１２１の全部がベース部１１の開口１１４を通
じて露出して解放されている。
【００３６】
また、チューブ部１２の外面には、図２Ｅ等に示されているように、外部空気の流入を容
易にするために、開放端部１２２から閉鎖端部１２３にかけて下り傾斜になった傾斜面１
２６が形成されている。外部空気の流れを受けると、チューブ部１２内に負圧が引き起こ
され、その結果、比較的長い時間、空気流が維持される。傾斜面１２６の傾斜角度につい
ては、必要な換気量に応じて適宜設定すると良い。
【００３７】
上記のような構造を有したチューブ部１２がその幅方向に複数（本案例では６つ）配列さ
れている。
【００３８】
湿気流通路１２１については、チューブ部１２の裏側の長さ方向に形成された断面半円状
の溝部分であって、その一端側の通気穴１３を通じて湿気が放出される一方、外部空気が
取り込まれるようになっている（図１参照）。
【００３９】
壁部材１２４については、図２Ｂに示されているように、チューブ部１２内の湿気流通路
１２１を部分的に塞ぐ羽根状部材であって、本案例では長さ方向に間隔を開けて左右交互
に合計４つ配設されている。
【００４０】
チューブ部１２の湿気流通路１２１の全部はベース部１１の開口１１４を通じて露出して
解放されていることは上記した通りである。ただ、ベンチレータ１がレインウエア１００
に固着された状態で、開口１１４のうち通気穴１３から通気部１１０に至る領域について
は、図１に示されているように、レインウエア１００の表面側生地により塞がれている。
よって、通気穴１３から湿気流通路１２１に進入した雨滴の大部分は壁部材１２４により
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遮蔽される。壁部材１２４により湿気流通路１２１が塞がれているのは部分的であること
から、湿気流通路１２１の通気が阻害されない。
【００４１】
貫通小孔１２５については、図２Ａ及びＢに示されているように、チューブ部１２の外壁
の通気穴１３と壁部材１２４との間の位置に形成された孔であって、本案例では長さ方向
に間隔を開けて合計３つ配設されている。その孔径や数を適宜設定して所望の内圧が得ら
れるように調整すると良い。
【００４２】
上記したベンチレーション構造αによる場合、ベンチレータ１によりレインウエア１００
の通気部１１０がベンチレータ１により塞がれた構成になっているので、良好な通気が実
現され、これに伴って、既存の透湿素材以上の効果でレインウエア１００のベンチレーシ
ョンが図られる。しかも後記するように雨滴が進入し難いことから、レインウエア１００
の内部が雨滴で濡れることがなく、使い勝手が良好になる。更に、ベンチレータ１が一体
成型で作成されている点、１００の一連の製造工程の流れの中で縫合によりベンチレータ
１を１００に装着可能である点で、コストの面でも大きなメリットを期待することが可能
である。
【００４３】
レインウエア１００内に雨滴が進入し難いのは、１）レインウエア１００の通気部１１０
とは異なる位置及び向きに通気穴１３が配置されている点と、２）チューブ部１２の形状
上、通気穴１３の開口面積が小さい点と、３）チューブ部１２の各々に雨滴進入防止手段
が設けられている点と、４）通気穴１３と通気部１１０との直線距離が長い点と、５）通
気穴１３が下向きになっている点との総合により実現される。加えて、雨滴進入防止手段
として壁部材１２４が使用されているので、湿気流通路１２１の通気を阻害することなく
雨滴の進入を防止することができ、効果的なベンチレーションを図る上で大きな意義があ
る。
【００４４】
雨滴進入の防止の効果を更に高めるには、図３乃至図５に示された第１、第２、第３変形
例に係るベンチレータ１’、１’’、１’’’のように、ベンチレータ本体１０の中間部
位１２７の形状自体を屈曲させるように設計変更すると良い。このように中間部位１２７
の屈曲方向又はその数等を変更すると、湿気流通路に進入した雨滴の溜まり方が変わるの
で、雨滴の進入防止の効果を一層高めることが可能になる。なお、上記変形例において、
ベンチレータ本体のベース部、チューブ部の形状以外の構成は上記実施形態と全く同一で
あるので、その説明については省略するものとする。
【００４５】
なお、本発明に係るベンチレータ及びベンチレーション構造については、インウェアだけ
の適用に止まらないのは勿論のこと、その他の衣料（インナーウェア、フード付き上着、
パンツ等を含む）、帽子や靴等の一般的な身体装着品にも同様に適用可能である。この場
合の身体装着品に形成すべき通気部については、その位置、形状等を身体装飾品の種類に
合わせて適宜選定すれば良く、単なる開口ではなくメッシュ生地やリベット等を設ける形
態でもかまわない。　
【００４６】
ベンチレータ本体のベース部については、身体装飾品への装着方法等に合わせた任意の形
状とし、チューブ部についても、その数（１又は複数）、断面の形状（円形、正方形等を
含む）、長さ方向の形状（曲線、屈曲、十字等を含む）、配列方向（全部又は一部を異な
る方向に配列する形態等を含む）、通気穴の位置（チューブ部の側面に配置する形態等を
含む）、形状等を同様に任意とすると良い。また、チューブ部の内空間の全部ではなく一
部のみがベース部の裏面側から露出して開放された形態としたり、チューブ部の両端部を
解放して通気穴とする形態でも良い。チューブ部の雨滴進入防止手段については、例えば
、湿気流通路自体を湾曲又は屈曲させたりする他、同通路に進入した雨滴を溜めるための
小部屋等を湿気流通路に設けたり、又は雨滴を同通路外に排出するための経路等を湿気流
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【符号の説明】
【００４７】
　α　ベンチレーション構造
１００　レインウェア（身体装着品に相当）
１１０　　通気部
１　ベンチレータ
１０　ベンチレータ本体
１１　ベース部
　１１１　表面側
　１１２　裏面側
１２　チューブ部
　１２１　湿気流通路
　１２２　一方端部（又は解放端部）
１２３　他方端部（又は閉鎖端部）
１２４　壁部材（雨滴進入防止手段に相当）
　１２５　貫通小孔
　１２６　傾斜面
  １２７　中間部位
１３　通気穴

【図１】 【図２Ａ】
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